
 
 
 

「宮城県中小企業等事業再構築支援補助金」の申請受付開始 
 

１ 補助金の概要 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって業況が悪化し，経営の維持向上に支障をきた

している県内の中小企業・小規模事業者等（以下「県内中小企業等」という。）が行う新分野

展開や業態転換などの事業再構築に関する新たな取組を支援します。 

   

補助事業の内容 

 

２ 申請受付 

（１）申請受付期間 【上乗せ補助】令和４年４月１８日 （月）～令和５年１月３１日 （火） 

          【県独自の補助】令和４年４月１８日 （月）～令和４年５月３１日 （火） 

※電子メール：当日受信有効，郵送：当日消印有効 

※ただし，予算上限に達する見込みとなった場合，受付を終了する場合があります。 

（２）申請手続き等 

 

 

 
 
 

詳しくは，宮城県中小企業等事業再構築支援補助金事務局のホームページを確認いただき，受

付期間内に電子メールまたは郵送により申請してください。  
 

 （申請窓口・補助金事務局） 

  宮城県中小企業等事業再構築支援補助金事務局 

専用ホームページ URL：https://miyagi-chusho-saikochiku.jp（本日開設）  

なお，申請受付期間には，専用のコールセンターを開設し,申請に関する相談をお受けします｡ 

   電話：022-797-3511（平日午前10時から午後6時まで）（本日開設） 

 

補助率 補助対象事業

２／３以内 ●事業再構築の取組
新分野展開・事業転換・
業種転換・業態転換・
事業再編を行う事業

補助限度額

上限 500万円
下限 50万円

※事業費75万円以上
が対象

補助対象経費

建物費（改修費等），機械装置・シス
テム構築費，専門家経費，広告宣
伝・販売促進費 など

記 者 発 表 資 料 

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ８ 日 

経済商工観光部中小企業支援室 

担 当 ： 八 巻 ， 舘 﨑 ， 佐 藤 （ 竜 ） 

電 話 ： ０ ２ ２ － ２ １ １ － ２ ７ ４ ２ 

交付申請 （         共通） ２ １ 

補助金事務局 

補助金交付 

県内の中小企業・小規模事業者等 


